
令和６年度の業務災害に係る精神障害の請
求件数は３,７８０件と過去最高となってい
ます。かつては管理職に多い疾患と言われて
いましたが、年代別にみると20～49が約７割
に及び、働き手の確保や離職率の低下には、
ハラスメント対策が欠かせません。
令和８年度中には、法改正により、パワハ

ラ、セクハラ、マタハラ（パタハラ）
に加え、カスハラ、就職
セクハラへの対策が
事業主に義務付けられます。
会社の業績向上、企業価値
向上を目指すためにも、
今から対策を検討しませんか？

気仙沼・南三陸の事業場
宮城県気仙沼保健所成人・高齢班
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石巻・東松島・女川の事業場

宮城県石巻保健所健康づくり支援班
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石巻労働基準監督署管内（石巻市・東松島市・女川町・気仙沼市・南三陸町） 宮城県石巻保健所・気仙沼保健所発行

令和７年１０月２４日から令和８年１月３１日までの１００日間、「災害ゼロ」と「健康づ
くり」に各事業場で取り組んでいるところです。今月１２日で５０日目となります。
石巻・気仙沼保健所から、後半戦に向けた取り組みポイントなどの情報をお届けします♪

ゼロ災＆健康トライアル１００ 中間応援
ＮＥＷＳ

７１事業場でトライアル実施中！

保健所では、「健康づくり出前講座（無料）」や
「健康づくり教材の貸出（無料）」を行っています。
「保健所から脂肪模型借りてみたよ」「講座聞いて
どうだった？」など、社員同士の自然なコミュニ
ケーションを生む“仕組みづくり”として、外部支
援を活用いただくこともオススメです。

〈保健所でも応援しています！〉

使用者は安全配慮義務を、労働者は自己保健義務を

使用者（事業場側）には、労働者が生命や身体等の安全を確保しつつ労
働することができるように必要な配慮をする「安全配慮義務」が労働契約
法により定められています。一方、労働者にも、自分自身の健康を守るた
めに適切な注意や努力を払う「自己保健義務」が労働安全衛生法により定
められています。自己保健義務に罰則等の定めはありませんが、自己保健
義務を怠ったとして安全配慮義務違反と相殺された判例もあります。
労働災害を起こさず、働きやすい職場を実現していくためには、使用者

側と労働者側双方の協力が必要不可欠です。

ハラスメント対策は

事 業 主 の 義 務 で す ！

共通キーワードは

コミュニケーション！

コミュニケーションが取れず、業務連絡
が遅れたり、失敗を隠したくなるような雰
囲気の職場では、①ハラスメントが起きや
すい、②メンタル不調者が生じやすいとい
うデータがあるそうです。つまり、ハラス
メントやメンタル不調者が出た場合など個
別の対応策を考えるのではなく、自然と

「報連相」ができ、業務が
円滑に進むような職場づく
り対策を考えることが重要
です。まずは使用者側と労
働者側双方が話し合うこと
から始めてみませんか？
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